＜業務報告書で記載を間違えやすい点＞参考１


1 業務報告書の記載対象
　業務報告書の記載対象となるのは「法の規制を受ける貸付け」です。したがって、登録不更新や廃業により過去の登録（登録番号）を失効し、再度登録を受けた業者におかれましては、旧登録番号時の貸付けの契約（手形割引を含む。以下同じ）に基づく債権で残高があるものについても、件数（先数）及び残高に含んでください。

2 表２「業種別貸付残高」及び表７「総量規制超過部分の貸付残高」
　「件数」（貸付契約の数）ではなく「先数」（貸付先の数）を記載してください。
※　NPOバンク用様式では表２「業種別貸付残高」が該当します。

3 表３「貸付金の金額別内訳」、表８「消費者向無担保貸付金の金額別内訳」及び表１０「事業者向無担保貸付金の金額別内訳」の各表における「金額別」
貸付け時の金額ベースではなく、残高ベースでの算出及び記載をお願いします。
※　NPOバンク用様式では表３「貸付金の金額別内訳」が該当します。

4 表６「貸付金の種別残高（除外貸付・例外貸付）」
表６には、貸金業法第１３条の２に規定する個人過剰貸付けの禁止の適用から除外　される貸付け及び個人過剰貸付けの例外となる貸付けの残高を記載します。
消費者である個人及び個人事業者に対する貸付けは記載対象となりますが、法人に　対する貸付けは記載対象ではありません。
※　NPOバンク用様式では該当ありません。

5 表１０「事業者向け無担保貸付金の金額別内訳」及び表１１「事業者向無担保貸付金の金利別内訳」
関係会社向の無担保の貸付けは含まずに算出してください。
※　NPOバンク用様式では該当ありません。
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